
船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年７月１０日 １１時３０分ごろ 

発生場所 北海道小樽市塩谷漁港北北東方沖 

 塩谷港外防波堤西灯台から真方位０３２°１,１８０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１３.６′ 東経１４０°５５.５′） 

事故の概要  プレジャーボート H
エイチ

R
アール

M
エム

は、南進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年７月１３日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート HRM、３５トン 

１４２７１５、HRM ホールディングス株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底部に亀裂、両舷プロペラに欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１４人を乗せ、遊覧する目

的で、マリーナを出発した。 

本船は、船長がフライングブリッジで立った姿勢で手動操舵により

操船に当たり、約７ノットの対地速力で、塩谷漁港北北東方の小樽市

窓岩沖を南進中、‘窓岩西方沖の浅所’（以下「本件浅所」という。）

に乗り揚げて、本件浅所を通過した。 

船長は、船底から衝撃を感じたので、主機を後進とし、本船を停船

させた。 

船長は、本船に異常がないか確認したところ、後部の船室が床上 

２０cm 程度浸水していることに気付き、海上保安庁に通報を行った。 

本船は、来援したマリーナの救助船によって同乗者等の救助が行わ

れた後、同船によって塩谷漁港にえい
．．

航された。 

船長は、本船の乗船経験が約４回であった。その他、和船型の小型

船による本件浅所付近での乗船経験は豊富で、本件浅所の存在を知っ

ていた。 

船長は、フライングブリッジにいた同乗者に気を配り、操船に集中

できなかったので、本件浅所に接近したことに気付かず、本件浅所に

乗り揚げたと本事故後に思った。 

本船は、２軸船であり、喫水が船首約０.５ｍ、船尾約１.３ｍで 

あった。 

本件浅所は、水深が約１ｍで、底質が岩である。 



分析  本船は、南進中、フライングブリッジで操船に当たっていた船長

が、フライングブリッジにいた同乗者に気を配り、操船に集中できな

い状態で航行を続けたことから、本件浅所に接近していることに気付

かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が南進中、フライングブリッジで操船に当たってい

た船長が、フライングブリッジにいた同乗者に気を配り、操船に集中

できない状態で航行を続けたため、本件浅所に接近していることに気

付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、操船に集中できる環境を整えること。 

・予定航路に浅瀬等がある場合は、あらかじめ海図等で確認し、近

づかないよう注意すること。 

 


